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１ 運営する際の留意事項
～信頼される施設運営～

1

「目標を達成するには、これをやってもらわないといけない」「今これをやっても
らわないと困る」といった思いから、保育者主体の保育になることはありません
か？
こどもに対する熱い想い、日々の忙しさなど、保育者主体になってしまう背景
は様々かもしれませんが、保保育の主体は子どもです。
“子どもの最善の利益”や“人権擁護”の観点が欠けていると、不適切な保育
になってしまうことがあります。

「これをやりたくなるようにするにはどうすればいいか」というように、常に「子
どもの目線」を考えて保育を行いましょう。

・「よりよい保育のためのチェックリスト」等を活用して

日々の保育を振り返る

・職員で対応方法を検討する機会を設ける

・外部の研修を受講するなど…

不適切保育の防止にとどまらず、

よりよい保育の実現のための取組をお願いします。 2

よりよい保育を目指して

横浜市作成チェックリスト
「横浜市 よりよい保育のためのチェックリスト」で検索
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＜預かる＞

保育所は保育の利用を申し込みを受けた時は、保育を提供する必要
があります。

また、横浜市がその保護者に対して、保育園を利用できる認定を行っ
ていますので、以下のような理由で預かりを拒否することはできませ
ん。

×就労要件で認定が出ているからほかの理由では預からない

×土曜日に働いていることが分かる証明書の提出がないと、

平日しか預からない

×加配が必要な子の対応のために雇った職員がお休みの日は、

その子を預からない

※保育の必要性は就労のみによりません。子育てを支援する立場として
配慮した対応を行ってください。 3

預預かる

＜開園日＞

横浜市は認可等の基準に「日曜日、祝日、12月29日～１月３日」以外
の日は開園して保育を提供することと設けています。

開園記念日や運動会等イベントの振替休日など、園独自の休日を設
けることはできません。

＜職員配置＞

お子様がいる時間帯は、横浜市が定めた職員配置基準を常に満たし
てください。また基準を満たしたうえで、子どもや職員の特性等、園の
状況に応じた配置とし、安全な保育が実施できる体制を整えてくださ
い。特に朝夕の時間帯は注意が必要です。

なお、施設長は原則として子どもを保育するための人員としてカウン
トできませんのでご注意ください。
※子どもが全員帰った後や一人も来ない日については、園に職員を配置する必
要はありません。ただし、急な利用希望にも対応できるよう、保護者から園へ連絡
がとれる体制にしてください。 4

開開園・職員配置
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• 土曜日も含めて園で調理した給食を提供してください。
• 調理設備の故障等、やむを得ない理由で給食が提供できな
い場合は、仕出し弁当を手配してください。それもできない場
合には、保護者の同意を取ったうえでお弁当持参を依頼する
ことも可とします。

※調理設備の点検や調理担当者の休み等を理由に、お弁当
持参を依頼することはできません。

5

給給食

6

ママスコミで大きく取り上げられた事例

◆法人及び施設等の運営に関すること
・理事長による二重請求、領収書の偽造等による運営費着服
・勤務実態のない職員を請求書類に記載して職員不足を隠匿
・本市監査に対して事実と異なる報告 等
➡ 理事等役員体制の刷新、職員の懲戒処分

◆園運営に影響を及ぼす重大な事態の発生
・年度末に大量の保育士が一斉退職
➡ １年後に急な休園
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7

保保育の内容・質が注目される時代

◆公費を使って事業を行う以上、保護者だけでなく、地域住民・

市民・マスコミ等への説明責任がある。

◆コンプライアンス（社会的要請に応える）への一層の対応
組織内に第三者の目 （監査法人による会計監査 第三者委員）
理事に保育や法人運営に明るい人 理事会を議論をする場に

◆インターネットで誰もが情報発信
ＳＮＳ ＬIＮＥ 等で不確実な情報が拡散してしまう
➡ 速やかな対応が求められる

※保育所運営に大きなトラブルが発生しそうな時や、
重篤な事件・事故が発生した時は、市や区に一報を！

8

施施設運営への影響

不適切な事案が発覚し、信頼を失うと…

＜当該施設の運営は…＞
◆保護者や地域からの日々の園運営への協力が得にくくなる
◆入所希望者の減少、保育士確保の一層の困難

◆資金借入が困難になる 等 ・・・・・より良い保育が困難に

＜保育全体への影響は…＞

運営費を子どものために使われないのでは？
・公的資金使って保育を行うことへの疑義
・保育にかかる制度への疑念

ほとんどの施設は適切に運営されているにも関わらず
保育に携わる多くの方々への影響が出てくる
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9

信信頼される施設運営に向けて

①会計規則の適正化・遵守
②事故予防・事故対応
③保護者からの苦情対応
④働きやすい職場づくり

「やって当たり前のことを手を抜かずにきちんとやる」
「やってはいけないことは行わない」

➡ 実は難しい

そもそも「やって当たり前のこと」がこれまでの経験や
立場、状況によって変わってくることも
今までこれで大丈夫だったから・・・忙しいから・・・・
そこまでやらなくても・・・・チョットぐらいは・・・・

10

①①会計規則の適正化・順守

◆現金の管理
現金の管理方法の明確化と徹底 複数で管理 等

◆実費徴収
必要最低限 内訳の明示 保護者の同意 等

◆出納手続
発注者と納品確認を行う者を分ける 等

◆旅費
対外的に理解が得られる規定の整備 等

→保育分野に詳しい会計士やコンサルタントをいれるのも
一つの手段です！
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11

②②事故予防・事故対応
◎マニュアルの定期的な内容の再確認、全職員への徹底
◆頭部や顔の怪我
市立園では原則病院へ連れて行く
受傷時の状況を病院にも園が責任をもって説明する
「資料Ⅰ」の「事故防止と事故対応」を確認

◆食物アレルギー
「保育所における食物アレルギー対応マニュアル」の確認
調理手順、配膳、食事中 各時点での予防
誤食・誤飲後の迅速な対応
（病院へ連れて行くことも含め）

◆与薬
「保育園医の手引き」の確認
原則与薬はできません。保育中に与薬することがやむを得ない場
合、保護者の記入する「与薬依頼書」、医師が記入する「主治医意
見書」のもと行うことができます。

重篤な結果につながりかねない事案には、
職員全員が最悪の事態を想定しつつ行動する意識付け

12

③③保護者からの苦情対応
…質の向上につなげる機会

傾聴・十分な説明・必要な改善
第三者委員への報告
対応内容の公表
➡ 保護者や地域からの信頼

繰り返される苦情の背景には、
保護者の苦しみ・抱える課題が潜むことも
貧困、ＤＶ、周囲からの協力がない、
育児への強い不安、不安定な精神状態 等

園だけで解決が難しい問題は、区役所や児童相談所など
関係機関との連携をはかってください。
臨床心理士・弁護士などに保護者対応について
意見を求めることも大事！
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13

④④働きやすい職場づくり

◆日々の保育についての話合い

◆キャリアに関係なく発言ができる関係づくり

◆新しく来た人が入りやすい環境

◆保育士の声が園運営に反映される環境

働く人の不安を取り除く・やりがいを持ってもらう
⇩

法人・園長のマネジメントが重要！

• 中小事業主※は令和４年４月１日から
パワーハラスメント防止措置が義務化されました。

※その他の事業主は令和２年６月から

すでに義務化されています。

○事業主の義務

・方針等の明確化及び周知

・相談窓口の設置・周知

・職場におけるパワハラにか
かる事後の迅速かつ適切な
対応 他

「「施設・事業を運営する際の
留意事項について」参照 14

パワーハラスメント防止措置の義務
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15

新新設園運営の難しさ

◆初めてづくしの１年間
・児童にとって
初めてのともだち・保育士・園舎⇒クラス運営が不安定に
・保護者にとって
初めての施設長・保育士⇒信頼関係の構築が必須
・保育士にとって
初めての施設長⇒自分の保育を認めてくれるか不安
初めての法人 ⇒法人の理念が具体化されていない
初めての書類 ⇒書類等の書き方・必要性の浸透不足
➡ 最初につまづくと、「保護者全体からの苦情」や、「保育
士の大量退職」につながるおそれ

➡ それぞれの立場に配慮したかかわり方が重要

16

横横浜市の取り組み

◆組織マネジメント等講習
【対象】施設長等
【目的】コンプライアンスを基盤においた施設運営に向けて、

組織基盤の現状を再確認する機会をつくる

◆巡回訪問
【目的】保育中の重大事故等を防止し、安全面を中心に保育

の質の向上を図る
【内容】施設の状況を確認して必要に応じてアドバイス
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運運営指導について

◆運営指導の主旨
児童の身体的・精神的・社会的な発達のために必要な生活水準の確保、
安全の確保、児童の福祉と保育・教育の質の向上と維持のため、施設及
び事業者に対して運営指導や助言を行います。

「施設・事業を運営する際の留意事項について」の「特定教育・保育施 設
等における運営指導について」を併せてご確認ください。

必要に応じて実地により確認するため、予告なしに立入確認させていただ
くことがあります。ご協力をお願いします。
＜予告なしの立入確認例＞
・重大事故が起きた場合
・通報、苦情、相談等により重大事故が発生する可能性が高い場合
・運営指導や指導監査後における改善状況等の確認

18

より一層の安全・安心な保育の実現、
信頼される施設運営に向けて
サポートをさせていただきたい

未来を担う子どもの健やかな育ちを
支えるためにともに取り組んでいきましょう
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２ 認定利用調整・利用決定後の
手続きについて

１１ 給付認定について

保育所等、幼稚園、認定こども園を利用する際は、

利用に伴う給付にあたって、教育・保育の必要性に

応じた給付認定を受ける必要があります。

※給付認定は必ず利用を開始するまでに受ける必要が

あります。

保保育所等、施施設型給付園（以下「幼稚園」）、

認定こども園の利用に対して給付
※新制度に移行している幼稚園

＜給付認定の種類＞

給付認定は、支給される給付の種類により、

・「教育・保育給付認定（法第19条認定）」

・「施設等利用給付認定（法第30条の４認定）」

に区分されます。

幼稚園・認定こども園における預かり保育、
認可外保育施設、一時保育 等の利用に対して給付

法第19条
認定

法第30条の４
認定

⇒保育所等、幼稚園、認定こども園の利用には、

法第19条認定が必須
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認定区分 年齢
保育の
必要性

利用できる施設・事業

法第19条１号認定

＜教育標準時間＞

満３歳
以上

なし※
幼稚園

認定こども園（教育利用）

法第19条２号認定

＜保育標準時間／
保育短時間＞

満３歳
以上

あり
保育所

認定こども園（保育利用）

法第19条３号認定

＜保育標準時間／
保育短時間＞

満３歳
未満

あり

保育所、認定こども園（保育利用）

家庭的保育事業、小規模保育事業

事業所内保育事業など

＜法第19条認定の区分＞

利用者は、３つの区分のいずれかの認定を受ける必要があります。

※ 保育の必要性があっても、幼稚園・認定こども園（教育利用）を
利用する場合は、原則、法第19条１号認定となります。

＜保育必要量＞

法第19条２号または３号認定を受ける方は、「給付費

を支給する量」である保育必要量※の認定も行います。

保育必要量は『保育標準時間』または『保育短時間』の

２種類に区分されます。

※保育必要量は、保護者の意向や保育を必要とする状況（就労など）

から、横浜市が決定します。

１日あたり最長11時間の保育に対する給付

１日あたり最長８時間の保育に対する給付

保育標準時間

保育短時間

保育所等
認定こども園（保育利用）
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認定区分 年齢等
保育の
必要性

利用できる施設・事業

法第30条の４

１号認定

満３歳
以上

なし 私学助成園 等

法第30条の４

２号認定

３歳児
クラス以上

あり

幼稚園等預かり保育

認可外保育施設、一時保育 等
法第30条の４

３号認定

２歳児
クラス以下
かつ

非課税世帯

あり

＜法第30条の４認定の区分＞

幼稚園等預かり保育の利用者が無償化の対象となるためには、

法第30条の４ ２号または３号認定を受ける必要があります。

幼稚園
認定こども園（教育利用）

給付認定のまとめ

利用者が必要な認定区分は、次の通りとなります。

預かり保育 教育標準時間（4時間） 預かり保育

幼稚園
認定こども園（教育利用）

保育所等
認定こども園（保育利用）

法第19条 １号認定（必須）

法第30条の４ ２号または３号認定
（預かり保育等を利用し、無償化を受ける場合）

法第19条 ２号または３号認定（必須）

保育標準時間（11時間）または保育短時間（8時間）
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２ 利用手続きについて
幼稚園・認定こども園（教育利用）と、保育所等・認
定こども園（保育利用）では、利用開始までの手続きが
異なります。

園が入園内定者を決定する。

内定者は給付認定申請を行う。
（園にて書類を取りまとめ、横浜市へ提出

していただきます。）

園の利用開始

区役所にて、保育の必要度に
応じて利用調整を行う。

保護者は区役所に給付認定
と利用の申請を行う。

園と保護者との間で利用契約を結ぶ。
※私立保育所を除く

内定した場合

幼稚園・認定こども園（教育利用） 保育所・認定こども園（保育利用）

（１）令和４年４月利用（新規）の手続き

時期 園 利用者 区役所 市事務処理ｾﾝﾀｰ

10月

11月

12月

１月～
２月

３月

４月

幼稚園
認定こども園（教育利用）

利用契約の報告※６

重要事項説明⇒利用契約※５

契約締結登録者一覧
※７ 利用料通知書

利用開始

応募

園児募集

申請書とりまとめ
※４

認定申請※３

内定者の一覧
(施設利用者一覧)

利用案内配付※１

入園内定※２

認定
給付認定決定通知書

契約登録・
副食費免除
の決定

申請受付
↓

システム反映
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【説明】

番号 項目 説明

※１ 利用案内配付
(区役所→園)

申請書同封の利用案内を10月中旬ごろ園に送付します。

※２ 利用案内配付
(園→利用者)

園から利用者（主に内定者）に、利用案内を配付します。
※利用案内は、各区役所でも配付しています。

※３ 認定申請 内定者から園に申請書類（給付認定申請書、利用施設等
届出書、マイナンバー記入用紙 等）※を提出します。
※法第30条の４ 2号・3号認定が必要な方は、保育の必要性を
証明する書類も必要です。

※４ 申請書類の
とりまとめ

園にて申請書類をとりまとめます。
（指定日に横浜市の委託事業者が書類を回収します。）

※５ 利用契約 施設利用者一覧を確認の上、利用契約を締結します。
※必要に応じて利用者から給付認定決定通知書の提示を受けて
ください。

※６ 利用契約の
報告

施設利用者一覧を加除修正して契約者一覧を作成し、
園所在の区の区役所こども家庭支援課に提出します。

※７ 契約締結登録
者一覧

４月からの利用が決定した児童について、区役所から園
に契約締結登録者一覧を送付します。
（一覧には、副食費の免除対象者も記載されています。）

幼稚園
認定こども園（教育利用）

(２)毎月の新規申込手続き

時期 園 利用者 区役所

利用開始月

重要事項説明⇒利用契約※３

契約締結登録者一覧※５ 利用料通知書

利用開始

内定者の一覧
（施設利用者一覧）

※ 利用開始月に間に合うよう、早めの手続きが必要です。

幼稚園
認定こども園（教育利用）

利用契約の報告
※４ 契約登録・

副食費免除
の決定

認定

認定申請※１

給付認定決定通知書

入園内定

申請書類とりまとめ
※２
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【説明】

番号 項目 説明

※１ 認定申請 内定者から園に申請書類（給付認定申請書、利用施設等
届出書、マイナンバー等）※を提出します。
※法第30条の４ 2号・3号認定が必要な方は、保育の必要性を
証明する書類も必要です。

※２ 申請書類
とりまとめ

申請書類をとりまとめ、利用開始日までに園所在の区の
区役所こども家庭支援課に提出します。

※３ 利用契約 施設利用者一覧を確認の上、利用契約を締結します。
※必要に応じて保護者から給付認定決定通知書の提示を受けて
ください。

※４ 利用契約の報告 施設利用者一覧を加除修正して契約者一覧を作成し、
園所在の区の区役所こども家庭支援課に提出します。

※５ 契約締結者一覧 該当月からの利用が決定した児童について、区役所から
園に契約締結登録者一覧を送付します。
（一覧には、副食費の免除対象者も記載されています。）

幼稚園
認定こども園（教育利用）

利用者（保護者）は居住市区町村において認定を受ける必要があります。

居住市区町村に確認していただき、その指示に基づいて対応をお願いします。

１

申請書は市区町村により異なります。

事前に居住市区町村から園が取り寄せてご用意いただくか、居住市区町村に
保護者から問い合わせるようご案内ください。

２

園と利用者の間で契約を締結します。

支給認定証、又は利用者負担額に関する通知の提示を受け、写しをもらって
ください。

３

認定証等の写しを横浜市に送付します。

こども青少年局保育・教育給付課に提出してください。

４

居住市区町村より、利用料のお知らせ等が届きます。５

(３)市外に居住する児童の場合
幼稚園

認定こども園（教育利用）

※提出日などのスケジュールは、利用者の居住市区町村にご確認ください。

資料Ⅰ-17-



（４）令和４年４月利用（一次申請）について

時期 園 利用者 区役所 市事務処理ｾﾝﾀｰ

10月

11月

12月

１～２月

３月

４月

利用申請

認定給付認定決定通知書

内定者の一覧
（施設・事業利用調整結

果一覧）※１

利用調整結果

又は

利用の決定
利用料の決定契約締結登録者一覧

※４
利用料通知書

利用開始

認定申請

内定 保留

重要事項説明⇒利用契約※２

利用案内配付

利用契約の報告※３

保育所等
認定こども園（保育利用）

申請受理
↓

システム反映

一次利用調整

保留の場合は、自動的に二次
利用調整の対象になります。

【説明】

番号 項目 説明

※１ 施設・事業
利用調整結
果一覧

利用調整の結果として、内定者の一覧である施設・事業利
用調整結果一覧を区役所から園に送付します。

※２ 利用契約 施設・事業利用調整結果一覧を確認の上、利用契約を締結
します。（必要に応じて利用者から給付認定決定通知書の提示を
受けてください。）
※私立保育所を除く

※３ 利用契約の
報告

施設・事業利用調整結果一覧を加除修正して契約者一覧を
作成し、園所在の区の区役所こども家庭支援課に提出しま
す。
※私立保育所を除く

※４ 契約締結登
録者一覧

令和４年４月からの契約者が決定し、区役所から園に契約
締結登録者一覧を送付します、
（一覧には、各利用者の利用料が記載されています。）

保育所等
認定こども園（保育利用）
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時期 園 利用者 区役所

１月

２月

３月

４月

自動的に翌月以降の利用
調整の対象になります。
（翌年３月31日まで）

利用調整結果（一次）
の場合保留

二次利用調整

利用調整結果通知
又は内定 保留

内定者の一覧
（施設・事業利用調整結

果一覧）

利用の決定
（利用料の決定）

契約締結登録者一覧 利用料通知書

利用開始

重要事項説明⇒利用契約

（５）令和４年４月利用（二次申請）について

利用契約の報告

認定

給付認定決定通知書

利用申請認定申請

保育所等
認定こども園（保育利用）

時期 園 利用者 区役所

利用
開始
前月

利用
開始月

（６）毎月の利用申請について

認定申請

利用申請
認定

給付認定決定通知書

利用調整結果通知

又は内定 保留

内定者の一覧
（施設・事業利用調整結

果一覧）

重要事項説明⇒利用契約

利用締結登録者一覧

利用調整

利用契約の報告

利用料通知書

利用を希望する月により、
申請期間が異なります。

保留の場合は、自動的に翌月
以降の利用調整の対象になり
ます。

利用開始

保育所等
認定こども園（保育利用）

利用の決定
（利用料の決定）
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（７）市外に居住する児童の場合

※提出日などのスケジュールは、利用者の居住市区町村にご確認ください。

保育所等
認定こども園（保育利用）

利用者（保護者）は横浜市の申請締切日の一週間程度前までに居住
市区町村に給付認定申請及び利用申請を行います。

１

居住市区町村から利用者あてに利用調整結果が通知されます。２

園と利用者の間で契約を締結します。 ※私立保育所を除く３

居住市区町村から、利用料のお知らせ等が届きます。４

３ 保育所等と幼稚園の併願について

幼稚園の内定を得た利用者が、保育所等の入所を併願している場合が
あります。

１

保育所等の利用を申請する場合、一旦、法第19条２号認定を受ける
必要があります。

２

保育所等の利用調整の結果を区から利用者に通知します。
あわせて、区から利用者に対し、入園の意向の有無を幼稚園に伝える
よう連絡をします。

３

利用調整の結果、保育所等が保留となり、幼稚園を利用する場合、
原則、利用者は、法第19条１号認定への認定変更を区に申請します。

※ただし、幼稚園に通いながら保育所等の空きを待つ場合は、認定変更を
せず法第19条２号認定のまま幼稚園を利用します。

４
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時期 幼稚園 利用者 区・市事務処理ｾﾝﾀｰ

認定・利用申請

申請書類
とりまとめ

入園内定

園児募集 応募

申請受理

認定申請

認定決定通知書

２号

利用調整結果
通知

利用調整

幼稚園の利用を希望 幼稚園と保育所の
利用意向確認施設・事業利用者一覧

利用契約の報告

２号

２号

契約登録・
副食費免除
の決定

利用開始

利用料通知書

10月頃

11月頃

１月

２月

３月末

４月

保育所と幼稚園の併願

認定変更申請 認定変更（２号→１号）

※スケジュールは一次利用調整の場合

１号

申請受理

契約締結登録者一覧

重要事項説明⇒契約締結

認定（２号）

４ 現況確認について

対象者については、毎年、保育を必要とする状況に引き続き該当して

いることの確認を行う必要があります。そのため、対象の保護者に対して

現況届出書及び証明書類の提出を求めています。

この確認を『現況確認』といいます。

また、対象者①の方に提出いただく書類は、９月から翌年８月までの

利用料を確定するためにも必要です。

現況届出書の利用者への配付・回収にあたっては、園を通じて行って

います。詳細は４月ごろに別途お知らせいたします。

対対象者

①保育所等・認定こども園（保育利用）を利用している方

②幼稚園・認定こども園（教育利用）を利用し、法第30条の４
２号・３号認定を持っている方
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・保育の必要性が確認できず、保育所等・認定こども園（保育利用）

を利用できなくなります。

・預かり保育の部分について、無償化の対象外となります。

現況届出書の提出がない場合

保育所等、認定こども園（保育利用）

幼稚園、認定こども園（教育利用）

＜スケジュール予定＞

4月下旬 園を通じて利用者に現況届出書を配付

5月下旬 利用者が園に現況届出書等を提出

園が横浜市に現況届出書等を提出

８月下旬 利用者に利用料変更通知書等、

園に施設・事業利用者一覧及び

契約児童情報変更票を送付

9月1日 利用料変更

園

保護者 横浜市

(1)現況届出書を配送
（市委託の配達業者）

((2)現況届出書を配付

(3)現況届出書を提出

(4)回収した現況届出書を提出

(６)施設・事業利用者一覧
契約児童情報変更票
を送付

(７)利用料変更通知書等を送付

(５)審査事務

現況確認の流れ
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１ 連携施設へ進級させる際の取扱い 

卒園後の進級先の確保のため、連携施設を設定している場合は、連携施設に優先して入所でき

る制度（以下、「優先入所」）を設けています。すべての保護者の希望に応じた連携枠を確保でき

ない場合は、進級先によって決定者と選考基準（どの児童をどの進級先へ進級させるか）が異な

ります。 

進級先 決定者 選考基準 

幼稚園・ 

認定こども園（教育利用） 
園の代表者 園の選考基準 

保育所・ 

認定こども園（保育利用） 

横浜市各区 

福祉保健センター長 
横浜市の利用調整基準 

＜卒園児が連携施設に進級する具体的なケース＞ 

（例１） 
Ａ事業の進級希望者３名に対し、連携先の B 幼
稚園に３枠ある場合 

【進級先の調整は不要】 
保護者の希望に応じて進級可能

（例３） 
Ａ事業の進級希望者３名に対し、連携先のＢ幼
稚園に３枠、Ｃ保育所に３枠ある場合 

【進級先の調整は不要】 
保護者の希望に応じて進級可能

Ａ事業 
３名 

希望に 
応じて進級 

（例２） 
Ａ事業の進級希望者３名に対し、連携先の C保
育所に３枠ある場合 

【進級先の調整は不要】 
保護者の希望に応じて進級可能

Ａ事業 
３名 C保育所に３枠 

（例４） 
Ａ事業の進級希望者４名に対し、連携先のＢ幼
稚園に２枠、Ｃ保育所とＤ保育所に１枠ずつあ
る場合 

【進級先を調整することが必要】 
どの児童がどの園に進級するか 

Ａ事業 
４名 

Ｂ幼稚園に２枠 

Ｃ保育所に１枠 

Ｄ保育所に１枠 

Ｂ幼稚園に３枠 

Ｃ保育所に３枠 

Ａ事業 
３名 B幼稚園に３枠 

希望に 
応じて進級 

希望に 
応じて進級 
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２ 申請・申込みから決定までの流れ 
※１ 本項以降の「幼稚園」には「認定こども園(教育利用)」を、「保育所」には「認定こども園(保育利

用)」をそれぞれ含みます。 

※２ 本項以降の「区役所」は、特段の記載がない場合、園の所在区の区役所こども家庭支援課を指し

ます。

（１）幼稚園に連携枠を持つ場合

① 保護者は、幼稚園（連携枠）へ、園の指定する日以降に直接申し込みます。

幼稚園への申込は単願とします。

② 幼稚園が連携枠の利用者を選考します。幼稚園（連携枠）に決まった場合は、進級となります。

※ 幼稚園（連携先）の代表者は、市で定める期日までに決定者を区役所に報告します。

※ 連携枠への進級者は決定しますが、県下幼稚園では願書受付を、11 月１日以降に統一し

ていることを踏まえ、正式な願書受付や入園料等の徴収をするときは、一般募集と同様の

11月１日以降（例年の場合）に行ってください。

③ 幼稚園（連携枠）に不合格となった場合は、保護者は、幼稚園（通常枠）または保育所（一次

利用調整）への進級の希望を選択し、希望する場合は保護者ご自身で申込みます。

（２）保育所に連携枠を持つ場合

本項以降の取扱いやスケジュール等は、令和４年

４月に連携施設へ進級する児童を対象とした

もので、今後変更の可能性があります。 

進級希望 

児童 
園を経由して 

保育所を申請 

区役所での 

利用調整 

保育所に 

進級 
幼稚園 

（通常枠） 

保育所 

（一次利用調整） 

＜連携枠への進級＞ ＜連携枠以外 

への進級＞ 

進級 

保留 

希
望
す
る
場
合
は
再
度
申
込
み
・申
請 

幼稚園へ直接 

申込み 

お住まいの 

区役所に 

申請 

１ 
２ 

３ 

進級希望 

児童 幼稚園での選考 

幼稚園に 

進級 
幼稚園 

（通常枠） 

保育所 

（一次利用調整） 

＜連携枠への進級＞ ＜連携枠以外 

への進級＞ 

連携枠への進級を希望しない場合 

進級 

希
望
す
る
場
合
は
再
度
申
込
み
・申
請 

幼稚園へ直接 

申込み 

お住まいの 

区役所に 

申請 

１ 
２ 

３ 

幼稚園へ直接 

申込み(単願) 

連携枠への進級を希望しない場合 

不合格 
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① 保護者は、保育所（連携枠）への利用申請を行います。

② 区役所は保育所（連携枠）の利用調整を行います。

利用調整の結果、保育所に決まった場合は、進級となります。

③ 保留となった場合は、保護者は、幼稚園（通常枠）または保育所（一次利用調整）への進級の

希望を選択し、希望する場合は再度保護者ご自身で申込みます。

（３）幼稚園と保育所の両方に連携枠を持つ場合

① 保護者は、幼稚園（連携枠）への進級を希望するか選択します。選択する場合は園の指定する

日以降に直接申し込みます。幼稚園への申込は単願とします。

② 幼稚園が連携枠の利用者を選考します。

幼稚園（連携枠）に決まった場合は、進級となります。幼稚園（連携枠）の代表者は、決定者

を区役所に報告をします。

③ 幼稚園（連携枠）に不合格となった場合は、保護者は、保育所（連携枠）、幼稚園（通常枠）ま

たは保育所（一次利用調整）への進級の希望を選択します。

④ 区役所は保育所（連携枠）の利用調整を行います。

利用調整の結果、保育所に決まった場合は、進級となります。

⑤ 保留となった場合は、保護者は、幼稚園（通常枠）または保育所（一次利用調整）への進級の

希望を選択し、希望する場合は再度保護者ご自身で申込みます。

進級希望 

児童 

幼稚園での 

選考 

幼稚園へ直接 

申込み(単願) 

園を経由して 

保育所を申請 

区役所での 

利用調整 

幼稚園に 

進級 

保育所に 

進級 

幼稚園 

（通常枠） 

保育所 

（一次利用調整） 

＜連携枠への進級＞ ＜連携枠以外 

への進級＞ 

連携枠への進級を希望しない場合 

進級 

不合格 

進級 

保留 

希
望
す
る
場
合
は
再
度
申
込
み
・申
請 

幼稚園へ直接 

申込み 

お住まいの 

区役所に 

申請 

園を経由して 

保育所を申請 

２ 

３ 
１ 

４ ５ 
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３ 優先入所の対象となる児童（令和３年度参考） 

連携施設を持つ※１地域型保育事業・認可乳児保育所を利用していて、在籍基準日※２に在籍し、

当該年度末に卒園となる児童※3 

※１…令和３年８月 31 日までに覚書を締結し、区役所に報告していることが必要です。

※２…在籍基準日：令和３年９月 30 日

一時保育として利用している場合は対象外です。 

また、令和４年３月 31 日まで退所しないことが条件です。 

※３…市外在住児童や育児休業中で利用する児童も含みます。

４ 連携施設への優先入所を希望しない児童 

幼稚園・認定こども園（教育利用）の通常枠に申し込む場合は、園に保護者ご自身で申込みま

す。また、保育所・認定こども園（保育利用）の４月利用申請（一次・二次）をする場合は、締

切日までにお住まいの区役所に保護者ご自身で申請します。 

５ 辞退の場合 

（１） 辞退者の取扱い

原則として決定後の辞退は認められません。

連携枠の決定を辞退した場合、保育所利用について４月利用申請（一次・二次）はできま

せん。５月１日以降の利用申請となります。 

なお、幼稚園・認定こども園（教育利用）の通常枠の申込みについては、幼稚園・認定こ

ども園代表者の判断によります。 

（２）決定前の取下げ

連携枠への利用申請を取り下げた場合は、４月利用申請（一次・二次）や幼稚園（通常枠）

に申請できますが、再度、連携枠への申請はできません。 
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６ 令和３年度のスケジュール（参考） 

時期 区役所（または市） 地域型保育事業・認可乳児保育所 連携施設 

８月 

   

９月 

   

10 月 

   

11 月 

   

  

意向調査を配布 

＜８月上旬＞ 

意向調査を 

保護者に配布 

意向調査を 

回収・提出 

意向調査を受付 

＜８月下旬＞ 

受入枠の調整 

＜９月下旬＞ 

受入枠の調整 

＜９月下旬＞ 

受入枠の報告 

＜９月下旬＞ 

申請書類一式を配布 

＜９月下旬＞ 

申請書類一式を 

保護者に配布 

連携先が 
保育所の場合 

連携先が 
保育所の場合 

連携枠への 

申込み受付・選考 

＜８月～９月＞ 

連携先が 
幼稚園の場合 

保護者へ選考結果を通知、

決定者を区役所に報告 

＜10月上旬まで＞ 

決定者の報告 

＜10月上旬＞ 

連携先が 
幼稚園の場合 

連携先が 
幼稚園の場合 

保護者から申請書類一式を

回収・提出＜10月上旬＞ 

連携先が 
保育所の場合 

申請書類を受付 

＜10月中旬＞ 

連携先が 
保育所の場合 

利用調整結果を 

保護者に通知、 

内定者の連絡 

＜11月中旬＞ 

連携先が 
保育所の場合 

内定者一覧の受領 

＜11月中旬＞ 

連携先が 
保育所の場合 
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７ 優先入所を行うにあたってのお願い事項（令和３年度参考） 

（１）地域型保育事業・認可乳児保育所の事業者様

① 意向調査の配布

８月上旬に、市より意向調査をお送りします。対象児童の保護者に意向調査をお渡しく

ださい。

８月下旬、市で定める期日までに、保護者から意向調査を回収し、区役所に提出をお願

いします。

② 連携先の受け入れ枠数の設定

意向調査の内容を踏まえたうえで、連携先と協議し、連携先の受け入れ枠数を区役所に

報告をお願いします。

③ 申請書類の配布（連携先に保育所がある場合）

９月下旬に、区役所より申請書類一式を配布しますので、対象児童の保護者にお渡しく

ださい。

10月中旬、市で定める期日までに、保護者より申請書類一式を回収し、区役所に提出

をお願いします。

（２）幼稚園・認定こども園（教育利用）様

８月～９月に、保護者から園の定める日以降に直接申込みがあります。申込方法等に関す

る問合せがあった際はご対応をお願いします。 

10月上旬、市で定める期日までに、保護者に対して選考の結果をお知らせください。あわ

せて、区役所に進級決定者の報告をお願いします。 

※ 連携枠への進級者は決定しますが、県下幼稚園では願書受付を、11月１日以降に統一

していることを踏まえ、正式な願書受付や入園料等の徴収をするときは、一般募集と同

様の11月１日（例年の場合）以降に行ってください。 

（３）保育所・認定こども園（保育利用）様

11月中旬に、連携枠における利用調整の結果、内定した児童の一覧を区役所からお送りし

ますので、ご確認をお願いします。 

資料Ⅰ-35-



 

資料Ⅰ-36-

01201357
テキストボックス
資料Ⅰ－４



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

   
   
   
   
   

 
 

 
14

 
 

 

資料Ⅰ-37-



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

資料Ⅰ-38-



資料Ⅰ-39-



資料Ⅰ-40-



資料Ⅰ-41-



障害児保育教育対象児童申請・認定確認書 （施設・事業者 →保護者説明用）１／２

保
護
者
説
明

必

要

書

類

【保護者が準備】

◎「児童状況書」

（第１号様式）

◎手帳の写し

① お子さんの様子、必要な支援についての情報共有

② 本制度についての説明
・本制度は、お子さんが集団での保育・教育において特別な支援を必要とする場合
に、保育士等の加配等によって支援するものです。

・認定をされた場合には、保育・教育施設が保育士等の加配、環境整備、記録や計
画立案のための職員配置など、お子さんへの保育・教育に必要な対応を行います。

・助成の対象となる期間は、基本的には保護者から申し出があった日以降ですが、
それ以前にも職員の配置などを行っている場合には、対応を開始した日から対象
となります。

・区福祉保健センターから認定決定を受け取った保育・教育施設から、加配の
区分や助成金の使途などについて説明がありますので、説明を受けた場合には、
確認の署名をお願いします。

あり なし
通院先（判定機関等）での診断がある

あてはまる あてはまらない

あり なし

対象外

する
しない

③ 提出書類

特別支援保育教育対象児童
として申請

今後通院予定 又は
区の心理相談を利用する等の専門職による関わり

【保護者が準備】

◎「児童状況書」
（第１号様式）

◎判定機関等の意見

が分かるもの

「児童意見書・診断書」
（第３号様式）

又は 診断書

（任意様式）

※場合によっては区福祉保
健センターから意見照会

判定機関等が記入

【保育・教育施設が準備】

○「児童状況確認書」（第２号様式）
○「障害児保育教育対象児童等認定（変更）申請書」（第10号様式）

手帳の有無（身体障害者手帳・療育手帳 (愛の手帳 )・精神障害者保健福祉手帳）
（保護者は、◎印の書類を、保育・教育施設にお渡しください。）

【保護者が準備】

◎「児童状況書」（第１号様式）

認
定
結
果

④ 障害児等認定、加配区分決定

施設所在区の福祉保健センターより保育・教育施設へ、認定の決定を通知します。
その通知を受けた後、保育・教育施設から、改めて保護者にお知らせします。

○「障害児保育教育対象児童等加配区分認定（変更）通知書」（第12号様式）
区福祉保健センター記入
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障害児保育教育対象児童申請・認定確認書  （施設・事業者 →保護者説明用）２／２

保
育
・
教
育
の
実
施

⑤ 対象児童への支援

保育・教育施設が、保護者、専門機関及び区福祉保健センターと連携を十分に図
りながら、特別な支援を必要とする児童の保育教育の実施のための職員の配置等
を行い、個別に計画を立てて支援していきます。

⑥ 認定の見直し

保育・教育の提供やお子さんの発達に応じ、児童の状況に明らかに変化があり、
認定の変更、又は取り消しが必要な場合には再度ご相談します。

【施設記入欄】

認定証番号： 児童名：
□保護者に、障害児、特別支援児保育教育対象児童の認定結果を説明しました。
【 】障害児保育教育対象児童（加配区分 A ・ B ・ C ）
【 】特別支援保育教育対象児童

□認定後の対象児童への保育教育における支援、助成金の使途について、保護者に説明
しました。

区：施設名 施設長氏名（自署） .

【保護者記入欄】 （確認後□にチェック と署名をお願いします）

□障害児、特別支援児保育教育対象児童の認定結果を確認しました。

□認定後の子どもの保育教育における支援、助成金の使途について、説明を受けました。

確認日： 年 月 日 保護者氏名（自署） .

助成金の使途：

認定後の説明
区福祉保健センターから認定の通知を受け取った保育・教育施設が、保護者に対して認定区分、
助成金の使途等について説明するとともに、その後の保育・教育について説明します。
説明を受けた後、署名をお願いします。
署名をいただいた用紙の写しを、保育・教育施設が横浜市に提出します。
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【趣旨】 

 児童福祉法に基づく認可及び子ども・子育て支援法に基づく確認の内容を変更しようと

する場合、定められた期限までに申請又は届出を行う必要がございます。つきましては、必

ず事前にこども施設整備課にご相談いただき、適切に手続きを行ってください。 

１ 提出期限及び必要書類について 

 認可及び確認に係る変更申請・変更届出は、施設種別及び内容により提出期限や必要書

類が異なります。あらかじめ提出期限・必要書類をご確認の上、ご準備をお願いいたしま

す。提出方法及び様式については、以下のホームページにてご確認ください。 

【認可・確認事項の変更について】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodatekyoiku/kosodateshien/shinsei

do/henko/ 

２ 施設長変更について 

  開開所後３年未満での施設長の変更は原則として認められません。 

 開所後３年未満・以上に関わらず施設長を変更する場合は、必ず事前にこども施設整備

課にご相談ください。 

３ 参考資料 

認可・確認変更必要書類一覧（保育所） 

※その他種別については、以下のホームページをご確認ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodatekyoiku/kosodateshien/shinsei

do/henko/ 

【担当】 こども施設整備課（佐藤、松葉）

０４５－６７１－４１４６

６ 認可・確認変更の手続きについて
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日頃から市政にご理解・ご協力いただき誠にありがとうございます。 

子ども・子育て支援法第 58 条に基づき、福祉医療機構が運営する情報サイト「子ども・子育て支援情

報公表システム」（ここ de サーチ）において各教育・保育施設の情報をインターネット上で公表していま

す。 

同情報サイトに掲載される教育・保育施設の情報は、神奈川県（以下、県）、横浜市（以下、市）及び

各教育・保育施設設置者（以下、設置者）がそれぞれの分担に応じて情報を登録することになっています。 

つきましては、３月下旬に設置者のアカウント ID・パスワードを発行いたしますので、登録内容の確

認・更新・公表申請をお願いします。 

なお、公表後も年に一度は内容を御確認いただきますようお願いします。園の情報に変更があった場合

は、随時更新を行いますので、手順に沿って更新手続きをお願いします。 

１ 依頼内容 

登録情報の確認、更新及び申請処理 

アカウント ID・パスワードが発行され次第、登録されている園の情報をご確認いただき、情報の

更新した後、公表の申請処理をお願いいたします。公表申請された園の情報は、市及び県の承認後、

公表されます。 

登録・申請方法については、添付書類及び「施設さま向け案内ページ」に記載しております。横浜

市指定の記載ルール等もございますので、添付の「【別添資料①】記入例（横浜市版）」は必ずご確認

ください。 

 子ども・子育て支援情報公表システム関係連絡板ご利用の施設さま向け案内ページ 

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/kdmsys/jigyo/ 

２ スケジュール 

・３月下旬 アカウント ID・パスワード発行

・３月下旬～４月下旬 登録情報の確認・更新・申請

【担当】 こども施設整備課（佐藤、松葉、櫻井）

０４５－６７１－４１４６

保育・教育運営課（五十棲、柳沢、鹿志村）

０４５－６７１－３５６４

【システムに関すること】 福祉医療機構 WAMNET 振興課

０３－３４３８－９２６２ 

７ 福祉医療機構による「子ども・子育て支援情報公表システム」への情報

登録等について
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【別紙】メールアドレス変更の手続きについて 

こども青少年局にご連絡いただいているメールアドレスが変更になった場合は、以下のとおり手続き

をお願いします。複複数の用途について同一のメールアドレスを登録している場合も、それぞれで手続き

が必要になりますのでご注意ください。なお、区役所にメールアドレスをご連絡いただいている場合

は、各区役所の指定する方法で手続きをお願いします。 

１ 園の運営に関する通知の送付先メールアドレスの変更 

（１）横浜市電子申請・届出サービスに入る。

・URL：https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/dform.do?id=159712709

5943 

・二次元コード：

・①横浜市電子申請・届出サービスのトップページを下までスクロール→②「こども青少年局」を

クリック→③「保育・教育施設に対する園の運営に関する通知等の送付先変更申請」をクリック

① 

② 

③ 
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（２）必要項目を入力する

（３）入力内容を確認のうえ、申請する

＜問い合わせ先＞こども青少年局保育・教育運営課 TEL:045-671-3564 

必要項目を不足なく入力してくだ

さい。特に「変更後の送付先メー

ルアドレス」は入力間違いのない

ようご注意ください。 
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２ 給付費等請求事務に関するメールアドレス 

指定の様式を記入し、保育・教育給付課市内施設給付担当までメールでご提出ください。 

（１）下記ページの「給付費等請求に係る情報の変更手続きについて」から、指定の様式をダウンロ

ードする

※「横浜市トップページ」→「事業者向け情報」→「業務分野別から選ぶ」の「子育て」

→「子ども・子育て支援新制度への移行案内」→「事業者の皆様へ」

→「「請求事務について」のページはこちら」

→「給付費等請求に係る情報の変更手続きについて」

よりお進みいただくか、下記の URL より指定の様式をダウンロードしてください。 

URL：https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kosodateshien/shinseido/yoko/seikyujimu.html 

（URL が２行に分裂している場合は、空白がないように１行にしていただき、お進みいただきま

すようよろしくお願いします。） 

（２）必要項目を入力する

（３）pdf または word 形式にて、メールで kd-shinsa@city.yokohama.jp に提出する

＜問い合わせ先＞こども青少年局保育・教育給付課市内施設給付担当 TEL:045-671-0202/0204 

項目１「 審査結果のお知らせ（請求書案含

む）の送付先メールアドレスについて」に 
希望するメールアドレスを入力する。 
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こども青少年局保育・教育運営課から各施設への各種通知については横浜市 HP「横浜市から

施設・事業者のみなさまへのお知らせ」へ掲載しております。次の URL を定期的に確認していた

だきますようお願いいたします。 

URL：

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/iko/shisetsu_oshirase.html 

トップページ→トップページ>事業者向け情報>分野別メニュー>子育て>子ども・子育て支援

新制度への移行案内>横浜市から施設・事業者のみなさまへのお知らせ 

【参考】横浜市 HP「横浜市から施設・事業者のみなさまへのお知らせ」 
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６ 横浜市外居住児童の請求等について 

(1) 横浜市外居住児童の請求について

横浜市外の市町村に居住している児童の給付費は、該当児童が居住している市町村に請求しま

す。ただし、延長保育事業費については横浜市に請求します。 

(2) 横浜市外居住児童の請求明細作成ソフトへの入力について

横浜市へ給付費を請求する際、横浜市外居住児童（以下、「市外児童」という。）も請求明細作

成ソフトへ入力する必要があります。これは、公定価格のうち、金額を月初の利用子ども数（市外

児童も含む）で割り返す項目があるためです。よって、市外児童の延長保育事業費の請求の有無に

かかわらず、すべての市外児童を請求明細作成ソフトへ入力してください。 

入力する際、認定証番号を入力する必要がありますが、市外児童の居住自治体が発行する認定証

番号は使用できません。横浜市が指定した認定証番号（以下、「横浜市認定証番号」という。）が

必要となります。横浜市認定証番号の付番依頼方法は認定によって異なります。 

１号 ２・３号 

付番依頼

方法 

(3)をご確認ください 利用調整の際に付番されるため、付番の

ためだけの特定の依頼は不要 

付番担当 保育・教育給付課 区こども家庭支援課 

通知方法 保育・教育給付課からのメールで通知 区こども家庭支援課より送付される「契

約締結者一覧」で通知 

(3)【１号】認定市外児童の横浜市認定証番号の付番依頼方法

【１号】認定市外児童が入所することになった場合（市内児童が市外に転出後、継続して利用す

る場合も含む）は、下記のとおり、保育・教育給付課に必要書類を提出してください。なお、一度

付番された番号は、認定や住所等が変わらない限り、卒園まで使用することができます。（年度を

またいで再度依頼をする必要はありません。） 

※ 子ども・子育て新制度に移行する幼稚園、認定こども園の場合、継続児も新規で横浜市認定証

番号の付番が必要です。継続児も含めて、依頼してください。

なお、請求ソフトに【１号】認定市外児童の情報を入力する際に、横浜市認定証番号の通知を待

っている場合は、仮番号を入力します。仮番号は、施設の任意で設定してください。番号に指定は

ありませんが、999から始まる番号を推奨します。横浜市認定証番号の付番を依頼後、正しい認定証

番号が通知されましたら、請求明細作成ソフトの内容を修正して、データを再送信してください。 

例）1人目「999999999001」（12桁） 

2人目「999999999002」（12桁） 
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提出書類 ① １号認定市外居住児童にかかる横浜市認定証番号付番依頼書

② 居住自治体が発行する教育・保育給付認定証もしくは認定決定通知書の写し

（対象児童分） 

※施設等利用給付認定の認定証ではありません。

※認定証は居住自治体から保護者に送付されるため、保護者から写しをもらってください。

※認定証が提出期限に間に合わない場合、居住自治体から施設へ送付される「児童一覧表」な

ど、認認定区分、認定期間等が確認できるものであれば代替可とします。その場合、該当児がわか

るよう、色付け等をお願い致します。 

提出先 〒231-0015 横浜市中区尾上町１-８ 関内新井ビル９階 

横浜市こども青少年局 保育・教育給付課 市外１号付番担当  行 

提出期限 ※※ 毎月第３月曜日（祝日の場合はその前営業日） 

通知時期 提出期限から１～２週間後 

※提出期限について、年度末～４月は特に繁忙が予想されますので、準備ができ次第、お早目の提出

をお願いいたします。 

提出期限に間に合わなかった場合は、次回提出分として随時手続きを行います。 

(4) 【１号】市内居住児童が市外に転出し、継続して園を利用する場合

市内居住児童が市外に転出し、転出後も継続して園を利用する場合、保護者の方に、「横浜市での

認定証の取消し」及び「転出自治体での認定証の申請」手続きを行っていただく必要があります。横

浜市への給付費の請求の際、市外児童としての入力となりますので、転出先自治体から認定証が発行

されましたら、(3)のとおり、横浜市認定証番号の付番依頼を行ってください。 

(5) 【１号】認定市外児童の退園及び市内転入について

１号認定市外居住児童が①退園した場合（卒園は除く）②市内に転入した場合③１号から２号に認定

が変更になった場合は、「１号認定市外居住児童退園・市内転入等報告書」のご提出をお願いします。

提出先は(3)と同様です。 

対象児童 提出期限（必着日） 通知時期 

令和４年度４月新規入園児 

【第１回〆切】令和４年３月 18 日（金） 

※書類がそろい次第、お早目のご提出をお願いいたします。

提出期限から１～２週間

後 

【第２回〆切】令和４年４月 18 日（月） 同上 

５月～新規入園児 
毎月第３月曜日 

（祝日の場合はその前営業日） 
同上 
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(6) 各種様式

１号認定市外居住児童にかかる横浜市認定証番号付番依頼書

１号認定市外居住児童退園・市内転入等報告書

横浜市HPで下記を検索し、ダウンロードしてください。 

で検索し、最新年度分をご確認ください。 

※

※

幼稚園と認定こども園でページが異なりますが、様式は同じものになります。

記載例もありますのでご確認ください。

【参考】令和３年度版 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-

kyoiku/kosodateshien/shinseido/yoko/yoshiki/20210303.html 

請求事務 各種様式 検索 
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( )
( )

URL
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-
kyoiku/kosodateshien/shinseido/yoko/seikyujimu.html

2 25

kd-shinsa@city.yokohama.jp
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kd-kyufu@city.yokohama.jp 

1 2 3 4 5 6 7 
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(FKD05FM30060)

その他市長が必要と認める書類(3)

３　添付書類

子ども・子育て支援保育・教育給付費等請求明細書（児童）(1)

子ども・子育て支援保育・教育給付費等請求明細書（施設）(2)

預金種目 口座番号

口座名義人

振込先
金融機関

（コード番号） 金融機関
コード番号

支店
コード番号

１　請求金額

　￥ （　 年　 月利用分）

２　振込先口座

フリガナ

　子ども・子育て支援法第 条、 条、 条又は 条の規定に基づき、次のとおり27 28 29 30

子ども・子育て支援教育・保育給付費等を請求します。

事業所住所

請求書番号

年　　月　　日

子ども・子育て支援教育・保育給付費等請求書

横浜市長

事業所番号

　印

第１号様式の１

1

1

神奈川県横浜市

事業所名称 保育園

設置者住所 神奈川県横浜市

1

社会福祉法人Ａ理事長

横浜 支店

1 0 0

　普通1 6 7

設置者氏名 社会福祉法人Ａ

代表者職氏名 理事長　

令和

年　　月　　日

とおとおとおとおりりりりとおととととととおおおおおおおおおおとおとおおおおおおおりりりりりりりりりりり

印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印

預金種目 口座番号

口座名義人

振込先
金融機関

（コード番号） 金融機関
コード番号

支店
コード番号

フリガナ

社会福祉法人Ａ

横浜 支店

1 0 0

　普通1 6 7

事業所住所 神奈川県横浜市

事業所名称 保育園

設置者住所 神奈川県横浜市

設置者氏名 社会福祉法人Ａ

年　 月利用分分分用分分分）））

条の規規規規規規規規定に定定定定定 基づき、次のと

ます。

和

、次の次の次のととと次次次次次次の次次次次次次次の次次次次次次次の次次の次の次の次ののととととととと

ＡＡＡ理ＡＡ 事長

代表者職氏名名名名 理事長
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給付費等請求に係る回答用紙（新規・変更） 
         ※

kd kyufu@city.yokohama.jp

1 2 3 4 5 6 7

令和４年２月25日（金）必着

記載例②委任欄有 
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(FKD05FM30060)

その他市長が必要と認める書類(3)

３　添付書類

子ども・子育て支援保育・教育給付費等請求明細書（児童）(1)

子ども・子育て支援保育・教育給付費等請求明細書（施設）(2)

預金種目 口座番号

口座名義人

振込先
金融機関

（コード番号） 金融機関
コード番号

支店
コード番号

１　請求金額

　￥ （　 年　 月利用分）

２　振込先口座

フリガナ

　子ども・子育て支援法第 条、 条、 条又は 条の規定に基づき、次のとおり27 28 29 30

子ども・子育て支援教育・保育給付費等を請求します。

事業所住所

請求書番号

年　　月　　日

子ども・子育て支援教育・保育給付費等請求書

横浜市長

事業所番号

　印

本件振込については上記名義人宛振込願います。

　印

第１号様式の４

1

神奈川県横浜市 区

事業所名称 保育園

設置者住所 神奈川県横浜市

1 0

社会福祉法人

横浜 支店

1 0 1

　普通1

事業所名称 保育園

設置者氏名 社会福祉法人

園長・施設長氏名 施設長　

設置者

園長・施設長氏名 施設長　

令和

請

年　　月　　日

印印印印

印印印

預金種目 口座番号

口座名義人

振込先
金融機関

（コード番号） 金融機関
コード番号

支店
コード番号

フリガナ

本件振込については上記名義人宛振込願います。

社会福祉法人

横浜 支店

1 0 1

　普通1

事業所住所 神奈川県横浜市 区

事業所名称 保育園

設置者住所 神奈川県横浜市

設置設置設置者者者

年 月利用分分分分分分））））））

条の規規規規規規定に定に定に定に定定 基づき、次のと

す。

園長・施設長氏名 施設長

園長・施設長氏名 施設設設長　長長
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23 -
神奈川県横浜市 区

（福） 　 保育園

　 　様

 
 

23 -
神奈川県横浜市 区

（福） 保育園

様
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令和４　年　３　月　１　日

横浜市こども青少年局保育・教育給付課　市外１号付番担当　宛

　緑区

　141ｘｘｘｘｘｘ

　△△幼稚園

２　依頼児童　

※必要に応じて適宜、行を追加してください。

フリガナ 生年月日
市外転出

※市外転出後、継続
利用する場合は〇

1 ヨコハマ　ジロウ 令和〇年５月１日

2 ヨコハマ　ハナコ 令和〇年９月２日

3 ミナト　ミライ 令和〇年12月３日 〇

4

5

6

7

8

9

10

計 ３ 名

３　添付書類

・居住自治体が発行する教育・保育給付認定証もしくは認定決定通知書の写し（対象児童分）

【提出前にチェックしてください！】 施設チェック欄 横浜市使用欄

４　担当者

横浜　太郎

045-ｘｘｘ-ｘｘｘｘ

氏名

連絡先

「施設等利用給付認定通知書」ではないことを確認しましたか
※提出するのは、「教育・保育給付認定証」です！

認定区分は「１号」または、保育必要量は「教育」等の記載はありま
すか

港　みらい

横浜　花子

横浜　次郎

１号認定市外居住児童にかかる横浜市認定証番号付番 依頼書

１　施設名

施設番号

施設名

児童氏名

所在区

【送付先】

〒231-0015 横浜市中区尾上町１－８ 関内新井ビル９階

横浜市子ども青少年局 保育・教育給付課 市外１号付番担当

記入例
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231-0005 

TEL 045-671-3564 
      FAX 045-664-5479 

100-8914 

TEL 03-5253-2111 38350  
FAX 03-3581-0992 
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231-8588 
1 

TEL 045-210-4666 
FAX 045-210-8956 

 

 
URL https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/iko/jigyosha.html 
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１ 年度限定保育事業とは 

２ 事業の概要について 

対象事業者 横浜市に所在する認可保育所、認定こども園、小規模保育事業 

面積等 

以下のいずれかを満たすこと 
・ ４・５歳児室等の空いているスペース等を活用し、児童を安全に受け入れられ
る体制が確保されていること
・ １・２歳児の保育室の面積に余裕があり児童を安全に受け入れられる体制が確
保されていること
以下のいずれも満たすこと 
・ 遊戯室・屋外遊戯場等は、児童福祉法第 34 条の 16 及び第 45 条の規定による
児童福祉施設の設備及び運営についての最低基準の適合を遵守していること
・ 本事業の児童以外の児童（以下、「保育実施児童」という。）と共同で使用し
て差し支えないこと

保育士 
・ 職員配置は、本事業の児童、保育実施児童及びその他の保育所利用児童の日々
の総数から算定されること
・ 横浜市保育士配置基準を満たし、入所児童の処遇に支障がないこと

事業実施年度 
令和４年度 

（令和４年４月１日～令和５年３月 31 日） 
事業実施日及び時間 実施保育所の開所日時と同一 

17 年度限定保育事業について
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３ 保育料について 

４

【月額料金】１人あたり（１・２歳児同額）（月額） 

区分 負担区分 保護者負担額（上限） 横浜市助成金 合計（上限） 

基本保育利用料 

(基本保育時間 11 時間) 

A～B ０円 165,000 円 

165,000 円 

C～D2 10,000 円 155,000 円 

D3～D5 20,000 円 145,000 円 

D6～D８ 30,000 円 135,000 円 

D9～D11 40,000 円 125,000 円 

D12～D14 50,000 円 115,000 円 

D15～D27 60,000 円 105,000 円 

延長保育（基本保育時間より

前の時間または超えた時間

の利用） 

基本単価 30 分あたり 

1,700 円 

30 分あたり 

1,700 円 

30 分あたり 

3,400 円 

10 日以内 30 分あたり 

850 円 

30 分あたり 

850 円 

30 分あたり 

1,700 円 

夕食代（19:30 以降閉所時

間までの利用） 

１か月以内 7,500 円 ― 7,500 円 

10 日以内 3,750 円 3,750 円 

間食代（18:30 を超えて

19:30 までの利用） 

１か月以内 2,500 円 ― 2,500 円 

10 日以内 1,250 円 1,250 円 

決定
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108,700 64,600

167,400

213,000

４ 事業実施の手続きについて 

【実施までの流れ】 

【利用決定までの日程】 

日付 主体 実施内容 
３月 11 日（金） 保護者 年度限定保育事業申込受付開始 
３月 18 日（金） 保護者 申込締切（必着） 
３月 22 日（火）～ 区・実施保育所 利用者の決定 

４・５歳児（小規模保育事業は２歳児）の申請状況を把握し、 

実施に向けた最終調整を行います。 
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利用定員設定の参考例 

（認可定員60名の一例） 

3号認定 2号認定 合計 公定価格の 
定員区分 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 

認可定員 6 8 10 12 12 12 60 
利用定員（基本） 6 8 10 12 12 12 60 51～60人まで 

利
用
定
員 

【A案】 1年目 6 8 10 12 2 2 40 31～40人まで 

2 年目 6 8 10 12 12 2 50 41～50人まで 

【B案】 1年目 6 8 10 12 10 2 48 41～50人まで 

2 年目 6 8 10 12 12 10 58 51～60人まで 

【C案】 1年目 6 8 10 12 － － 36 31～40人まで 

2 年目 6 8 10 12 12 － 48 41～50人まで 

※３年目は認可定員と利用定員を一致させます。
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決定
決定

決定 変更

受付開始日 

受付締切日 

受付方法等 

30
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( )

変更 ( : )

決定

５ 利用児童決定後の流れについて 

( )

( )

10 12

/ 10/ /

( )

( )

15

15

15
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＜

６ その他 
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令和４年４月開所予定の新設園については、保育所名

は（仮称）を付けて いただき、設置認可日は予定日を記

記入してください。 ＴＥＬは担当者の電話番号を記入し

ていただき、この電話番号と利用希 望者（市民等）から

の受付用電話番号が異なる場合は、受付用電話番号

を欄外に記入してください。担当者の電話番号（または

受付用電話 番号）は横浜市のチラシやＨＰ等に掲載さ

せていただきます。

保育所が所在する区の区役所こども家庭支

援課へご提出ください。

運営法人の所在地、法人名及び

代表者職氏名を記入してください。

（保育所の所在地や保育所名の

記入は不要 です。）

記入例

「本事業を除く保育実施児童」は利用調整を経て利用している児童 （定員外

の受入れ含む）や私的契約児童を含めた、令和４年度の利用予定児童数

（受入可能児童数）です。 □１／２緩和にチェックした場合、１人あたりの面積

は１．６５㎡で計算します。（記入例の場合、３７人×１．６５㎡＝６１．０５㎡）

５歳児保育室（３０㎡）で、年度限定の１歳児と

２歳児を保育する場合の記入例です。保育す

る際には、１歳児と２歳児のスペースを区画し

ますが、実施届では、合計面積（２３． １㎡）で

確認しますので、空き面積は分けなくて結構で

す。 （記入例のように空き面積の欄には同じ数

字が入ります。）

確認後、□にチェックを入れてください。
□緩和（プール遊び場）にチェックした場合、下段の園庭の面積確認の欄

は、全体面積のみ記入してください。

参考資料１ 
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 【届出方法】各区こども家庭支援課を通じて、こども青少年局保育対策課へ提出してください。

参考資料１裏面 
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市民税・県民税　課税（非課税）証明書の写し（コピー）等を添付してください。

利用児童名

市民税・県民税 課税（非課税）証明書に記載されている市民税の所得割額を転記して
ください。※

保育所名 記入日 　年 月 日

保護者氏名

参考資料２ 
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≪ご利用開始前にご確認ください≫ 

参考資料３ 
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教育

671-3564 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/shien-new/youkou.html 
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